
年末調整の準備をお早めに！ 

年末調整は、従業員へのお給料から天引きして預かった源泉所得税を、給料や

賞与の支払い実績にもとづいて正しく計算しなおし、差額を調整する手続きで

す。  

 令和６年度の税制改正により、令和６年分の所得税において定額減税が実施され

ることになりました。定額減税とは、 2024 年（令和 6 年） 4 月 1 日に施行された

「令和 6 年度税制改正法」に盛り込まれた制度であり、納税者本人とその配偶者や

扶養親族 1 人につき、所得税 3 万円が 2024 年の税金から控除されるものです。定

額減税は、実施方法や減税額が納税者の働き方や家族構成で変わることもあり、少

し複雑な制度です。令和６年分の年末調整では、定額減税への対応も必要です。令

和６年６月の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収から減税事務は始まっていま

すが、年末調整では納税者ごとに正しい減税額を計算し、月次減税額との差額を精

算することとなります。定額減税の概要については、国税庁ホームページの「定額

減税特設サイト」をご参照下さい。  

「年末調整のしかた」「源泉徴収税額表」「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提

出の手引」は、税務署から送付されることがなくなりました。年末調整等に関するパンフ

レットは国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」に掲載されてい

ますので、ご確認ください。その他、年末調整の手順等を解説した動画やパンフ

レット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関

する情報はこのページから入手・閲覧できます。  
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    法定会員数 586 人 組織率 68.6％  商工業者数 854 人 

      （令和６年 10 月１7 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

国税庁から発表があり 2025 年(令和 7 年)1 月から申告書等の控えに収受日付印の押印を行わないこと

になりました｡ 

収受印が押されている申告書等は、申告書を提出した事実を証明するものであるため、融資や助成金、

補助金などの申請に必要になります｡収受印が廃止されたあとは、申告書の控えの代わりに、申告書等情報

取得サービスなどで申告書の提出した事実を証明できる場合がありますが、取得に時間がかかり証明力も

低くなることもあります。 

収受印の押印廃止に対応するためには e-Tax の利用がオススメです｡e-Tax を利用すれば過去の申告書

の提出履歴をパソコン上で確認できるため安心です｡ 

個人の方の確定申告書(所得税申告書や贈与税申告書)であれば国税庁ホームページ(確定申告書作成コ

ーナー)から申告書を作成することができ､作成から提出まで完結することができます｡ 

e-Tax 申告をするときにマイナンバーカード及び下記のパスワードが必要です。 

･署名用電子証明書のパスワード（英数字 6～16 文字） 

･利用者証明用電子証明書のパスワード（数字 4 ケタ） 

※マイナンバーカードの取得にはオンライン申請、郵送での申請、証明写真機からの申請等があります。 

 詳細情報については総務省 HP をご確認ください。 

  ・マイナンバーカード総合サイト      https://www.kojinbango-card.go.jp/ 

  ・マイナンバー制度とマイナンバーカード  https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html 

※マイナンバーカードの交付申請から市町村が交付通知書を発送するまで、お住まいの市区町村によって

状況が異なりますが概ね１か月間となっております。時期によってはそれ以上に時間がかかる場合もあ

りますので、お早目の取得をお勧めします！！ 

  

本会役職員 10 名（うち職員１名）にて 7 月 12 日～14 日、富山県を中心に視察研修会を行いました。役員の県

外視察研修は実に 11 年振りで、富山県砺波市柳瀬地区で空き家再生を通した新たなまちづくりに取組む「（一

社）空き家ねっと」を訪問視察しました。代表理事の長谷川氏は熱意が高く富山県職員の傍ら、地元住民と「空

き家を考える会」を発足し、県外に住む所有者に空き家の利活用を促す案内や企業が宿舎として活用できるよ

う仲介するなど空き家解消に取り組み、最大 31 軒あった空き家を 18 軒にするなど成果を上げています。法人

化後は相談窓口の設置や空き家の見回り、賃貸管理等で収益化を図るなど新たな取組に挑戦していました。本

町は人口増加が顕著ですが、中心市街地に偏っており旧集落は空き家が顕在化、遠からず問題となることが予

測されます。本会では空き家を不足する店舗テナントなど多面的な利活用を検討して参ります。 
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8 月 6 日、理事会に先立ち沖縄県商工会連合会の津波

古専務理事を講師に招き役職員研修会を開催しまし

た。今年度は役員改選により新しく理事、監事に就任

した役員もおり、商工会の取り巻く環境や中央情勢、

中小・小規模企業施策や今後の展望等を定期的にアッ

プデートすることが目的で、津波古専務より商工会の

草創期から小規模基本法に至る経緯、従来の経営改

善・地域振興事業にリスクマネジメント支援事業が加

わったとことの説明がありました。役員へは仲座会長

のリーダーシップのもと、協力して事業を推進して頂

くよう依頼がありました。 

「空き家再生を通したまちづくり」 役員視察研修会を実施しました 

 

県連専務を招き役職員研修会を開催しました 

 

 令和 ６年 １０月 発行 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

☆新規加入会員☆  

事 業 所 名 代表者名 業種・事業内容 住 所 

シンジョウ興業 新城 将太 とび 字富盛 

合同会社家族支援 ゆんたく 糸数 エリ子 障害者福祉 字伊覇 

Twinkle Bridal 川口 望美 

ウエディング、ブライダル関係、

キッチンカー、テントサウナ、EC

販売業など 

字東風平 

沖縄水道メンテナンス 上地 一史 設備、メンテナンス業 字東風平 

株式会社 新紀工業 新里 善紀 はつり 字東風平 

株式会社 新屋養鶏場 新屋 嵩洋 卵の直販、ケイフンの直販 字富盛 

澤正興業 澤岻 正治 残土運搬など 字屋宜原 

株式会社 オフィスやぎ 屋宜 仁 不動産の賃貸借 字屋宜原 

ずけむら自動車販売 瑞慶村 光 新車、中古車販売 字具志頭 

株式会社 徳環 徳田 勝秀 水道設備工事 字新城 

健康サロン うち 松堂 由紀枝 健康食品、リンパマッサージ 字新城 

共栄興業株式会社 徳門 政信 鉄筋工 字新城 
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理事会の開催状況 
 

事業所名：株式会社 諸見里造園土木 

代表：諸見里 真樹 

住所：八重瀬町字後原 1197 

業種：建設業 

 

課題：近年設備投資は行っておらず、現在使用している設備は古く、故障が出てきて修理費もか

かっていた。さらに人手不足も相まっている為、今後は生産性を高める設備の導入も行いながら

限られた人員でも受注に対応出来る体制を構築していくことが課題である。税のことも考えてよ

り良い投資をしていくことが課題である。 

支援内容：先端設備導入計画策定の助言、リース会社との制度導入に関する調整、投資計画書、

投資利益率の計算の支援。設備導入と同時に計画を策定して生産性を高め、限られた人員でも利

益率を向上できるよう先端設備導入と固定資産税を軽減する税制の適用支援を行った。 

将来の展望：限られた人員のなか新たな設備を導入し先端の機械機能で対応できる事は機械で対

応していくようにしていく。同時に生産性を上げるための業務の効率化を考えて業務改善を図っ

ていきたい。 

代表の声：人員の確保が当面の課題であり、熟練工の減少が今後さらに起こってくることに備え

る。そのために若い従業員の資格取得の機会や講習等の教育の機会を増やして、計画通りに事業

をすすめていきたい。一人一人の技術も向上させて受注を広げられるよう人材育成にも力をいれ

たい。 

経営指導員のコメント：人手不足や物価の高騰で利益が上げにくい状況の中、しっかりと設備と

人材に投資をしていくことを計画策定と税制適用の支援を通じてサポートできて良かったです。

生産性を上げていく体制づくりを今後も進めていくため商工会でフォローアップを行っていき

たいです。 

＼＼ 支援事例の紹介 ／／ 

「面白きこともなき世をおもしろく」田仲と申します。８月１日付けで新規採用されました。

地域事業者を支援し、沖縄県を振興していきます。未熟な面もあると思いますが、ご指導ご

鞭撻をよろしくお願いいたします。 

氏名：田仲 淳二  職種：経営指導員   

担当地区：富盛、世名城、高良を除く東風平地区 

第３回理事会 

日 時 令和６年７月８日(月）正午 

場 所 具志頭分館会議室 

出席者数 1４ 名 

第 1 号議案 タブレット端末貸与規程の制定について 

第２号議案 新規加入会員の承認について 

その他  

①町及び議会への要請活動報告 

②学校給食センターPFI 事業について 

③8 月度役職員研修会について 

④やえせを楽しま Night！の開催検討 

⑤地域内資金循環事業検討委員会委員報告 

 

 第４回理事会 

日 時 令和６年８月６日(火）１８時 

場 所 町中央公民館会議室 

出席者数 1７ 名 

第 1 号議案 新規加入会員の承認について 

その他 ①役員視察研修会の報告 

 

第５回理事会 

日 時 令和６年９月９日(月）１２時 

場 所 具志頭分館会議室 

出席者数 1４ 名 

第 1 号議案 運営規約の一部改正について 

第２号議案 新規加入会員の承認について 

その他 ①やえせを楽しま Night！の内容について 

 

プロジェクター＆スクリーン 

貸出中 

 

本会が所有する機材を会員へ貸し出

しています。 

・メーカー：エプソンＥＢ-Ｗ31  

・解像度：WXGA（1280×800） 

 

会員事業所が行うイベントや自

社の商品・サービス等の情報を商

工会のLINE公式アカウントで発

信可能です。登録者は本会員のみ

ですが現在 180 人の登録があり

ます。どうぞご活用ください 

商工会 LINE 公式アカウント 

ご活用ください 
 


